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(57)【要約】
【課題】ＰＣａ梁部材同士を接合するにあたり、ＰＣａ
梁部材を水平方向に移動させることなく大掛かりな後工
事を飛躍的に簡略化することができ、工期の短縮を実現
し、経済性に優れた、プレキャスト鉄筋コンクリート梁
部材同士の接合方法及び接合構造を提供する。
【解決手段】梁部材１、１の接合端部にそれぞれ、ほぼ
当接状態に近づけると一致する貫通孔２（又は非貫通孔
）を設けておき、前記梁部材１、１同士を、ほぼ当接状
態に近づけて対向配置に位置決めし、前記一致した貫通
孔２（又は非貫通孔）へ前記二つの梁部材１、１を連結
する連結部材４を挿入し位置決めし、しかる後に、前記
貫通孔２内（又は非貫通孔内）へ硬化材７を充填してプ
レキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士を一体的
に接合する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法において、
　前記梁部材の接合端部にそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する貫通孔又は非貫
通孔を設けておき、前記梁部材同士を、ほぼ当接状態に近づけて対向配置に位置決めする
こと、
　前記一致した貫通孔又は非貫通孔へ前記二つの梁部材を連結する連結部材を挿入し位置
決めすること、
　しかる後に、前記貫通孔内又は非貫通孔内へ硬化材を充填してプレキャスト鉄筋コンク
リート梁部材同士を一体的に接合することを特徴とする、プレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合方法。
【請求項２】
　プレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する貫通孔又は非貫通
孔が設けられていること、
　前記梁部材同士がほぼ当接状態に近づけて対向配置に設けられ、前記一致した貫通孔又
は非貫通孔へ前記二つの梁部材に跨り連結する連結部材が挿入され位置決めされているこ
と、
　前記貫通孔内又は非貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部
材同士が一体的に接合されていることを特徴とする、プレキャスト鉄筋コンクリート梁部
材同士の接合構造。
【請求項３】
　前記梁部材における前記連結部材の端部に相当する位置に切り欠き部が形成され、同端
部はナット、機械式定着具等の定着具で切り欠き部内に定着することにより位置決めされ
ていることを特徴とする、請求項２に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士
の接合構造。
【請求項４】
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の上面から他側の梁部材の
下面に向かって傾斜して貫通する貫通孔が、正面方向から見ると、左右対称なクロス状に
形成されていること、
　前記各貫通孔に棒状の連結部材が挿入されて位置決めされていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンク
リート梁部材同士の接合構造。
【請求項５】
　前記連結部材はＰＣ鋼棒、或いは丸鋼、ねじ節鉄筋、ボルトであり、プレストレスを導
入してその両端部が定着されていることを特徴とする、請求項４に記載したプレキャスト
鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造。
【請求項６】
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の上面から他側の梁部材の
上面に向かって鉛直方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔と、一側の梁部材の下面か
ら他側の梁部材の下面に向かって鉛直方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔とが、正
面方向から見ると、上下対称配置に形成されていること、
　前記各貫通孔内に同貫通孔の形状と一致する曲線状の連結部材が挿入されて位置決めさ
れていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンク
リート梁部材同士の接合構造。
【請求項７】
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の側面から他側の梁部材の
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側面に向かって水平方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔が、平面方向から見ると、
左右対称配置に形成されていること、
　前記貫通孔内には同貫通孔の形状と一致する曲線状の連結部材が挿入されて位置決めさ
れていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンク
リート梁部材同士の接合構造。
【請求項８】
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の両側面から他側の梁部材
の両側面に向かってそれぞれ水平方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔が、平面方向
から見ると、左右対称配置に形成されていること、
　前記貫通孔内には同貫通孔の形状と一致する曲線状の連結部材が挿入されて位置決めさ
れていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンク
リート梁部材同士の接合構造。
【請求項９】
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の上面から他側の梁部材内
に向かって傾斜して行き止まる非貫通孔が設けられ、同非貫通孔の行き止まり部には、該
他側の梁部材に埋設された鉄筋の端部が挿入された継手が設けられており、前記非貫通孔
、継手及び鉄筋は、正面方向から見ると、左右対称配置に形成されていること、
　前記非貫通孔内に棒状の連結部材がその先端部が前記継手の内部に届くまで挿入され、
前記継手内で前記鉄筋の端部と対向配置に位置決めされていること、
　前記非貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体
的に接合されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コン
クリート梁部材同士の接合構造。
【請求項１０】
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の側面から他側の梁部材内
に向かって傾斜して行き止まる非貫通孔が設けられ、同非貫通孔の行き止まり部には、該
他側の梁部材に埋設された鉄筋の端部が挿入された継手が埋設されており、前記非貫通孔
、継手及び鉄筋は、平面方向から見ると、左右対称配置に形成されていること、
　前記非貫通孔内に棒状の連結部材がその先端部が前記継手の内部に届くまで挿入され、
前記継手内で前記鉄筋の端部と対向配置に位置決めされていること、
　前記非貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体
的に接合されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コン
クリート梁部材同士の接合構造。
【請求項１１】
　前記貫通孔又は非貫通孔は、シース管、或いはコンクリートホールで形成されているこ
とを特徴とする、請求項２～１０のいずれか一に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合構造。
【請求項１２】
　前記硬化材は、グラウト、モルタル、樹脂モルタル、エポキシ樹脂、若しくはコンクリ
ート、又はこれらの組み合わせであることを特徴とする、請求項２～１１のいずれか一に
記載したプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プレキャスト鉄筋コンクリート（以下適宜、ＰＣａという。）梁部材同士
の接合方法及び接合構造の技術分野に属する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＣａ梁部材同士の接合方法及び接合構造は、図２５Ａ、Ｂに例示したように、
対向するＰＣａ梁部材ａ、ａから突出した鉄筋ｂ、ｂ同士を接合してその接合部に後打ち
コンクリート打設工事等の後工事（図示略）を行うことが一般的に行われる。ちなみに鉄
筋ｂ、ｂ同士の接合（継手）方法には、圧接継手方法、溶接継手方法、機械式継手方法等
が用いられ、前記鉄筋ｂ、ｂ同士を接合する作業を確実に行うべく、作業上の観点から、
ＰＣａ梁部材ａ、ａ同士の間隔Ｌを１５０ｃｍ程度確保して行うのが一般的である（例え
ば、特許文献１の第１図、特許文献２の図４、及び特許文献３の図３参照）。ちなみに、
図２５Ａ、Ｂは、ＰＣａ柱部材ｅの上方に複数の柱主筋ｃを突き出した構造形式（所謂串
刺し工法等）で構築する実施例を示している。図中の符号ｄは、支保工を示している。
【０００３】
　しかしながら、前記従来のＰＣａ梁部材ａ、ａ同士の接合方法は、作業上の観点から、
ＰＣａ梁部材ａ、ａ同士の間隔を１５０ｃｍ程度確保する必要があるので、前記鉄筋ｂ、
ｂ同士の継手作業終了後は、梁部材ａ、ａ同士の間の隙間を埋めるべく、対向するＰＣａ
梁部材ａ、ａ同士の接合部近傍にコンクリート打設用の型枠を設置しコンクリートを打設
して前記鉄筋ｂ、ｂ同士の継手部分とＰＣａ梁部材ａ、ａ同士とを一体化させる大掛かり
な後工事を行う必要があった。よって、工期が長期化し、不経済に過ぎるという問題があ
った。
【０００４】
　ところで、図２６は、ＰＣａ梁部材ａ、ａ同士の異なる接合方法を示している。この技
術は、一方（図示例では左側）のＰＣａ梁部材ａに水平方向にスリーブ継手ｆを埋設し、
他方（図示例では右側）のＰＣａ梁部材ａに水平方向に鉄筋ｂを突設させておき、当該他
方のＰＣａ梁部材ａを水平方向（図示例では左方向）に移動させて当該鉄筋ｂを前記スリ
ーブ継手ｆ内へ挿入して納め、当該接合部分にグラウトを充填してＰＣａ梁部材ａ、ａ同
士の接合作業を行っている（例えば、特許文献４の図３参照）。
【０００５】
　この図２６に係る技術によると、ＰＣａ梁部材ａ、ａ同士の間隔を殆ど空けることなく
当該接合部分（隙間）にグラウトを充填する程度の作業でＰＣａ梁部材ａ、ａ同士を接合
できる。よって、対向するＰＣａ梁部材ａ、ａ同士の接合部近傍にコンクリート打設用の
型枠を設置しコンクリートを打設する等の大掛かりな後工事は不要となるので、図２５Ａ
、Ｂに係る技術と比して、後工事を簡略化させて工期の短縮を図ることができ、経済性に
優れているように見える。
【０００６】
【特許文献１】特開平３－２１２５３７号公報
【特許文献２】特開平５－３４０００３号公報
【特許文献３】特開平５－８６６４３号公報
【特許文献４】特開２００４－３４６５８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図２６（例えば、特許文献４）に係る技術は、図２５Ａ、Ｂと比して、後工事を簡略化
させて工期の短縮を図ることができるというものの、それは、ＰＣａ梁部材ａの水平方向
の動きを許容する、ＰＣａ柱部材ｅの下方に複数の柱主筋ｃを突き出した構造形式（所謂
逆串刺し工法、逆挿し柱等）で実施する故にほかならない。
【０００８】
　即ち、図２５Ａ、Ｂに示したように、ＰＣａ柱部材ｅの上方に複数の柱主筋ｃを突き出
した構造形式については、ＰＣａ梁部材ａの水平方向の動きが拘束されるので、図２６に
係る技術、すなわちＰＣａ梁部材を水平方向に移動させる技術は一切適用できず、依然と
して大掛かりな後工事を行う必要があり、工期が長期化し、不経済に過ぎるという問題は
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解消することができない。また、図２６に係る技術は、図中の左側のＰＣａ梁部材ａをま
ず位置決めした後に、右側のＰＣａ梁部材ａを位置決めする等、いずれか一方のＰＣａ梁
部材ａを位置決めしなければ他方のＰＣａ梁部材ａを位置決めすることはできず、施工手
順に大きな制約を受けるので、工期の長期化の一因ともなっている。
【０００９】
　本発明の目的は、ＰＣａ柱部材ｅの下方に複数の柱主筋ｃを突き出した構造形式（図２
６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材ｅの上方に複数の柱主筋ｃを突き出した構造形式（
図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することができ、ＰＣａ梁部材ａ、ａ同士を接合す
るにあたり、ＰＣａ梁部材ａを水平方向に移動させることなく大掛かりな後工事を飛躍的
に簡略化することができ、工期の短縮を実現し、経済性に優れた、プレキャスト鉄筋コン
クリート梁部材同士の接合方法及び接合構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記従来技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係るプレ
キャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法は、プレキャスト鉄筋コンクリート梁部
材同士の接合方法において、
　前記梁部材の接合端部にそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する貫通孔又は非貫
通孔を設けておき、前記梁部材同士を、ほぼ当接状態に近づけて対向配置に位置決めする
こと、
　前記一致した貫通孔又は非貫通孔へ前記二つの梁部材を連結する連結部材を挿入し位置
決めすること、
　しかる後に、前記貫通孔内又は非貫通孔内へ硬化材を充填してプレキャスト鉄筋コンク
リート梁部材同士を一体的に接合することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載した発明に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造は
、プレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する貫通孔又は非貫通
孔が設けられていること、
　前記梁部材同士がほぼ当接状態に近づけて対向配置に設けられ、前記一致した貫通孔又
は非貫通孔へ前記二つの梁部材に跨り連結する連結部材が挿入され位置決めされているこ
と、
　前記貫通孔内又は非貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部
材同士が一体的に接合されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載した発明は、請求項２に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材
同士の接合構造において、
　前記梁部材における前記連結部材の端部に相当する位置に切り欠き部が形成され、同端
部はナット、機械式定着具等の定着具で切り欠き部内に定着することにより位置決めされ
ていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載した発明は、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の上面から他側の梁部材の
下面に向かって傾斜して貫通する貫通孔が、正面方向から見ると、左右対称なクロス状に
形成されていること、
　前記各貫通孔に棒状の連結部材が挿入されて位置決めされていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする。
【００１４】
　請求項５に記載した発明は、請求項４に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材
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同士の接合構造において、
　前記連結部材はＰＣ鋼棒、或いは丸鋼、ねじ節鉄筋、ボルトであり、プレストレスを導
入してその両端部が定着されていることを特徴とする、請求項４に記載したプレキャスト
鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造。
【００１５】
　請求項６に記載した発明は、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の上面から他側の梁部材の
上面に向かって鉛直方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔と、一側の梁部材の下面か
ら他側の梁部材の下面に向かって鉛直方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔とが、正
面方向から見ると、上下対称配置に形成されていること、
　前記各貫通孔内に同貫通孔の形状と一致する曲線状の連結部材が挿入されて位置決めさ
れていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項７に記載した発明は、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の側面から他側の梁部材の
側面に向かって水平方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔が、平面方向から見ると、
左右対称配置に形成されていること、
　前記貫通孔内には同貫通孔の形状と一致する曲線状の連結部材が挿入されて位置決めさ
れていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項８に記載した発明は、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の両側面から他側の梁部材
の両側面に向かってそれぞれ水平方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔が、平面方向
から見ると、左右対称配置に形成されていること、
　前記貫通孔内には同貫通孔の形状と一致する曲線状の連結部材が挿入されて位置決めさ
れていること、
　前記貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体的
に接合されていることを特徴とする。
【００１８】
　請求項９に記載した発明は、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の上面から他側の梁部材内
に向かって傾斜して行き止まる非貫通孔が設けられ、同非貫通孔の行き止まり部には、該
他側の梁部材に埋設された鉄筋の端部が挿入された継手が設けられており、前記非貫通孔
、継手及び鉄筋は、正面方向から見ると、左右対称配置に形成されていること、
　前記非貫通孔内に棒状の連結部材がその先端部が前記継手の内部に届くまで挿入され、
前記継手内で前記鉄筋の端部と対向配置に位置決めされていること、
　前記非貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体
的に接合されていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１０に記載した発明は、請求項２又は３に記載したプレキャスト鉄筋コンクリー
ト梁部材同士の接合構造において、
　前記梁部材同士をほぼ当接状態に近づけると、一側の梁部材の側面から他側の梁部材内



(7) JP 2008-75251 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

に向かって傾斜して行き止まる非貫通孔が設けられ、同非貫通孔の行き止まり部には、該
他側の梁部材に埋設された鉄筋の端部が挿入された継手が埋設されており、前記非貫通孔
、継手及び鉄筋は、平面方向から見ると、左右対称配置に形成されていること、
　前記非貫通孔内に棒状の連結部材がその先端部が前記継手の内部に届くまで挿入され、
前記継手内で前記鉄筋の端部と対向配置に位置決めされていること、
　前記非貫通孔内に硬化材が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士が一体
的に接合されていることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１１に記載した発明は、請求項２～１０のいずれか一に記載したプレキャスト鉄
筋コンクリート梁部材同士の接合構造において、
　前記貫通孔又は非貫通孔は、シース管、或いはコンクリートホールで形成されているこ
とを特徴とする。
【００２１】
　請求項１２に記載した発明は、請求項２～１１のいずれか一に記載したプレキャスト鉄
筋コンクリート梁部材同士の接合構造において、
　前記硬化材は、グラウト、モルタル、樹脂モルタル、エポキシ樹脂、若しくはコンクリ
ート、又はこれらの組み合わせであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１～請求項１２に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法及び
接合構造によれば、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂逆串
刺し工法、逆挿し柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を
突き出した構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することが
でき、ＰＣａ梁部材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平方向に移動さ
せることなく、僅かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして実施できるの
で、鋼板等の簡易な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填により、ＰＣ
ａ梁部材１、１同士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛かりな後工事
を飛躍的に簡略化させることができ、工期の大幅な短縮を実現することができるので、施
工性、及び経済性に非常に優れている。
【００２３】
　また、請求項５に係るＰＣａ梁部材同士の接合構造によれば、上記作用効果に加えて、
ＰＣａ梁部材１、１同士の接合部における曲げひび割れ耐力強度を向上させることができ
る。さらに、請求項７と請求項１０に係るＰＣａ梁部材同士の接合構造によれば、上記作
用効果に加えて、ＰＣａ梁部材１、１同士を一側面からのみで接合作業を行えるので、ベ
ランダ、或いはバルコニーの構築に使用される梁部材同士の接合構造に好適に実施できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明に係るプレキャスト鉄筋コンクリート（ＰＣａ）梁部材同士の接合方法は、総じ
て、図１～図２４にバリエーションを示したように、前記梁部材１の接合端部にそれぞれ
、ほぼ当接状態に近づけると一致する貫通孔２又は非貫通孔２を設けておき、前記梁部材
１、１同士を、ほぼ当接状態に近づけて対向配置に位置決めすること、前記一致した貫通
孔２又は非貫通孔２へ前記二つの梁部材１、１を連結する連結部材４を挿入し位置決めす
ること、しかる後に、前記貫通孔２内又は非貫通孔２内へ硬化材７を充填してプレキャス
ト鉄筋コンクリート梁部材同士を一体的に接合することを特徴とする（請求項１記載の発
明）。
　前記ＰＣａ梁部材１、１の位置決め方法は、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を突き
出した構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に適用する場合には、水平方向に
移動させて位置決めすることはできないので、双方のＰＣａ梁部材１、１を吊り込むこと
により対向配置に位置決めする。なお、双方のＰＣａ梁部材１、１同士の間の隙間はほと
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んど隙間を空けないで実施できないことはないが、構造設計上、及び吊り込み作業上の観
点から２ｃｍ程度の隙間を空けて実施することが好ましい。
【００２５】
　本発明に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造は、総じて、図１～
図２４にバリエーションを示したように、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状
態に近づけると一致する貫通孔２又は非貫通孔２が設けられていること、前記梁部材１、
１同士がほぼ当接状態に近づけて対向配置に設けられ、前記一致した貫通孔２又は非貫通
孔２へ外部から前記二つの梁部材１、１に跨り連結する連結部材４が挿入され位置決めさ
れていること、前記貫通孔２内又は非貫通孔２内に硬化材７が充填されてプレキャスト鉄
筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されていることを特徴とする（請求項２
記載の発明）。
【００２６】
　また、図１～図２４（図８と図１３を除く。）に係るＰＣａ梁部材同士の接合構造は、
前記梁部材１における前記連結部材４の端部に相当する位置に切り欠き部５が形成され、
同端部はナット６、或いは機械式定着具等の定着具で切り欠き部５内に定着することによ
り位置決めされている（請求項３記載の発明）。
【００２７】
　なお、前記硬化材７は、構造設計に応じた強度を発現するべく、また、充填部位の位置
、大きさ等を考慮し、グラウト、モルタル、樹脂モルタル、エポキシ樹脂、若しくはコン
クリート、又はこれらを組み合わせて、適宜選択して実施している（請求項１２記載の発
明）。
【００２８】
　ちなみに、図１～図２４（図１７～図１９を除く。以下、この段落について同じ。）に
係るＰＣａ梁部材１は、所謂逆梁工法に使用される幅寸が小さい梁部材同士１、１の接合
構造を示しているがこれに限定されず、一般の柱梁架構に適用する幅寸が大きい（例えば
、断面がほぼ正方形状の）ＰＣａ梁部材同士の接合構造にも勿論適用可能である。ちなみ
に、図１～図２４に係る梁部材１の幅寸は１８０ｍｍ程度、梁せいは７５０ｍｍ程度で実
施している。
　以下、個々のバリエーションについて具体的に説明する。
【実施例１】
【００２９】
　図１～図３は、請求項４に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造を
示している。この接合構造は、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけ
ると一致する貫通孔２が４個ずつ設けられ、前記梁部材１、１同士がほぼ当接状態に近づ
けて対向配置に設けられ、前記一致した４個の貫通孔２内へ外部から前記二つの梁部材１
、１に跨り連結する連結部材４が計４本挿入され位置決めされ、前記各貫通孔２内に接合
するのに好適な前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同
士が一体的に接合されている（請求項２記載の発明）。
【００３０】
　また、図１～図３に係る接合構造は、前記梁部材１、１同士をほぼ当接状態に近づける
と、一側の梁部材１の上面から他側の梁部材１の下面に向かって傾斜して貫通する貫通孔
２が、正面方向から見ると、左右対称なクロス状に形成され（図１Ｂ参照）、前記各貫通
孔２に棒状の連結部材４が挿入されて位置決めされ、前記貫通孔２内に硬化材７が充填さ
れてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されている（請求項
４記載の発明）。
【００３１】
　さらに、図１～図３に係る接合構造は、前記梁部材１における前記連結部材４の端部に
相当する位置、即ち前記ＰＣａ梁部材１の上面部及び下面部にそれぞれ切り欠き部５が形
成され、同端部はナット６、或いは機械式定着具等の定着具で切り欠き部５内に定着する
ことにより位置決めされている（請求項３記載の発明）。
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　ちなみに、図１中の符号１０は所要の長さで水平方向に折り曲げ成形したＵ字形状鉄筋
、符号１１はあばら筋、符号１２は補強筋を示している。
【００３２】
　前記貫通孔２は、本実施例では、各ＰＣａ梁部材１に４個ずつ設けて実施しているがこ
れに限定されず、使用するＰＣａ梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求される設計強
度に応じて適宜増減可能である。ちなみに、本実施例に係る貫通孔２は、図１Ｂと図１Ｃ
を参照すると、右上から左下へ傾斜する貫通孔２、２を右側へ偏倚させてほぼ平行に設け
、左上から右下へ傾斜する貫通孔２、２を左側へ偏倚させてほぼ平行に設けて当該各貫通
孔２が干渉しないような工夫が施されているが、貫通孔２の配設位置はこれに限定されな
いことは勿論である。
【００３３】
　また、前記貫通孔２は、シース管（図示省略）を埋設することにより形成しているが、
貫通孔を形成する手法は特にシース管を埋設することに限定されるものではなく、コンク
リートホールで形成してもよい。ちなみに、前記コンクリートホールは、エアチューブを
コンクリート打設前に所定の（貫通孔、非貫通孔に相当する）位置に設置し、コンクリー
ト打設後、エアを抜いてチューブを抜き出す手法で形成したものである（以上、請求項１
１記載の発明）。以下の実施例についても同様の技術的思想とする。
【００３４】
　前記連結部材４は、棒状の鉄筋（ねじ節鉄筋等の異形鉄筋、ＰＣ鋼棒を含む。以下、同
じ。）が好適に使用される。この連結部材４はその両端部にねじ加工がなされており、対
向するＰＣａ梁部材１、１が形成する一連の貫通孔２、２内に差し込み、その両端部をナ
ット６で切り欠き部５内に定着させることにより、双方のＰＣａ梁部材１、１を確実に位
置決めしている。本実施例に係る連結部材４は、貫通孔２の個数に応じて計４本で実施し
ているが、前記貫通孔２の個数、ひいては使用する前記梁部材１の大きさ（特に幅寸）、
及び要求される設計強度に応じて適宜増減可能である。この連結部材４の所要長さは、前
記貫通孔２内に挿入して位置決めした状態でその両端部が切り欠き部５に露出する程度の
長さで実施することに留意する。
【００３５】
　なお、前記切り欠き部５は、前記連結部材４をナット６で定着する場合には必要である
が、図８と図１３に示したように、硬化材７でのみ定着する場合には特に必要ではない。
また、前記連結部材４を前記定着具６で定着する手法は種々あるが、同連結部材４の端部
にねじ加工がなされている場合にナット６をねじ込んで定着する手法は勿論のこと、同連
結部材４をねじ節鉄筋４で実施する場合には、当該ねじ節部にダイレクトにナットをねじ
込んで定着する手法もある。以下の実施例についても同様の技術的思想とする。
【００３６】
　かくして、対向配置に位置決めされた梁部材１、１同士の各貫通孔２に連結部材４が差
し込まれ、同連結部材４の両端部がナット６、６により切り欠き部５内に定着された状態
で、前記貫通孔２の両端部に設けた充填孔８を通じて同貫通孔２の内部にグラウト等の硬
化材７が充填されると共に、切り欠き部５の内部にコンクリート等の硬化材７が充填され
ることにより、連結部材４が強固に固定されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、
１同士が一体的に接合されるのである（図１Ｂ参照）。なお、ＰＣａ梁部材１、１同士の
下側に設けた切り欠き部５の充填作業は、硬化材７の漏れを防止するべく、鋼板等の簡易
な型枠材（図示省略）を設けて行うことに留意する。
【００３７】
　したがって、このプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法、及び同方法に
より構築した接合構造によれば、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形
式（所謂逆串刺し工法、逆挿し柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複
数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実
施することができ、ＰＣａ梁部材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平
方向に移動させることなく、僅かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして
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実施できるので、鋼板等の簡易な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填
により、ＰＣａ梁部材１、１同士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛
かりな後工事を飛躍的に簡略化させることができ、工期の大幅な短縮を実現することがで
きるので、施工性、及び経済性に非常に優れている。
【００３８】
　また、前記連結部材４をＰＣ鋼棒、或いは丸鋼、ねじ節鉄筋、ボルトで実施し、ナット
６で締め付ける際にインパクト（空気）レンチ等でプレストレスを導入して実施すると（
請求項５記載の発明）、上記作用効果に加えて、ＰＣａ梁部材１、１同士の接合部におけ
る曲げひび割れ耐力強度を向上させることができる。なお、プレストレスを導入して実施
する場合には、アンボンドで実施することもできるが、グラウト等の硬化材７を充填して
実施する方が、防錆効果があり、一体化強度が向上するので好ましい。
【実施例２】
【００３９】
　図４～図６は、請求項６に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造を
示している。この接合構造は、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけ
ると一致する貫通孔２が４個ずつ設けられ、前記梁部材１、１同士がほぼ当接状態に近づ
けて対向配置に設けられ、前記一致した４個の貫通孔２内へ外部から前記二つの梁部材１
、１に跨り連結する連結部材４が計４本挿入され位置決めされ、前記各貫通孔２内に接合
するのに好適な前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同
士が一体的に接合されている（請求項２記載の発明）。
【００４０】
　また、図４～図６に係る接合構造は、前記梁部材１、１同士をほぼ当接状態に近づける
と、一側の梁部材１の上面から他側の梁部材１の上面に向かって鉛直方向に曲線状に折り
返して貫通する貫通孔２と、一側の梁部材１の下面から他側の梁部材１の下面に向かって
鉛直方向に曲線状に折り返して貫通する貫通孔２とが、正面方向から見ると、上下対称配
置に形成され（図４Ｂ参照）、前記各貫通孔２内に同貫通孔２の形状と一致する曲線状の
連結部材４が挿入されて位置決めされ、前記貫通孔２内に硬化材７が充填されてプレキャ
スト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されている（請求項６記載の発明
）。
【００４１】
　さらに、図４～図６に係る接合構造は、前記梁部材１における前記連結部材４の端部に
相当する位置、即ち前記ＰＣａ梁部材１の上面部及び下面部にそれぞれ切り欠き部５が形
成され、同端部はナット６、或いは機械式定着具等の定着具で切り欠き部５内に定着する
ことにより位置決めされている（請求項３記載の発明）。
　ちなみに、図４中の符号１０は所要の長さで水平方向に折り曲げ成形したＵ字形状鉄筋
、符号１１はあばら筋を示している。
【００４２】
　前記貫通孔２は、本実施例では、各ＰＣａ梁部材１に４個ずつ設けて実施しているがこ
れに限定されず、使用するＰＣａ梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求される設計強
度に応じて適宜増減可能である。ちなみに、本実施例に係る貫通孔２は、図４Ｂと図４Ｃ
を参照すると、下に凸状の貫通孔２を右側へ偏倚させて設け、上に凸状の貫通孔２を左側
へ偏倚させて設けて当該各貫通孔２が干渉しないような工夫が施されているが、貫通孔２
の配設位置はこれに限定されないことは勿論である。
【００４３】
　前記連結部材４は、前記貫通孔２の形状と一致する形状（図示例では半円形状）の曲線
状の鉄筋（ねじ節鉄筋等の異形鉄筋、ＰＣ鋼棒を含む。以下、同じ。）が好適に使用され
る。この連結部材４はその両端部にねじ加工がなされており、対向するＰＣａ梁部材１、
１が形成する一連の貫通孔２、２内に差し込み、その両端部をナット６で切り欠き部５内
に定着させることにより、双方のＰＣａ梁部材１、１を確実に位置決めしている。本実施
例に係る連結部材４は、貫通孔２の個数に応じて計４本で実施しているが、前記貫通孔２
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の個数、ひいては使用する前記梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求される設計強度
に応じて適宜増減可能である。この連結部材４の所要長さは、前記貫通孔２内に挿入して
位置決めした状態でその両端部が切り欠き部５に露出する程度の長さで実施することに留
意する。
【００４４】
　かくして、対向配置に位置決めされた梁部材１、１同士の各貫通孔２に連結部材４が差
し込まれ、同連結部材４の両端部がナット６、６により切り欠き部５内に定着された状態
で、前記貫通孔２の両端部に設けた充填孔（図示省略）を通じて同貫通孔２の内部にグラ
ウト等の硬化材７が充填されると共に、切り欠き部５の内部にコンクリート等の硬化材７
が充填されることにより、連結部材４が強固に固定されてプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材１、１同士が一体的に接合されるのである（図４Ｂ参照）。なお、ＰＣａ梁部材１
、１同士の下側に設けた切り欠き部５の充填作業は、硬化材７の漏れを防止するべく、鋼
板等の簡易な型枠材（図示省略）を設けて行うことに留意する。
【００４５】
　したがって、このプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法、及び同方法に
より構築した接合構造によれば、上記実施例１とほぼ同様の作用効果を奏する。すなわち
、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂逆串刺し工法、逆挿し
柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を突き出した構造形
式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することができ、ＰＣａ梁部
材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平方向に移動させることなく、僅
かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして実施できるので、鋼板等の簡易
な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填により、ＰＣａ梁部材１、１同
士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛かりな後工事を飛躍的に簡略化
させることができ、工期の大幅な短縮を実現することができるので、施工性、及び経済性
に非常に優れている。
【００４６】
　ちなみに、図７と図８は、実施例２に係るＰＣａ梁部材同士の接合構造のバリエーショ
ンを示している。図７は、前記図４～図６に係る接合構造と比して、貫通孔２及び連結部
材４の形状の曲率を小さくし、個数を倍増した場合の実施例であり、図８は、図７に係る
接合構造と比して、連結部材４をナット６等の定着具を使用しないでグラウト等の硬化材
７でのみ定着した場合の実施例である。これらのバリエーションについても、上記した実
施例２に係る作用効果と同様の作用効果を奏する。
【実施例３】
【００４７】
　図９～図１１は、請求項７に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造
を示している。この接合構造は、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づ
けると一致する貫通孔２が上方部分にバランスよく４個、下方部分にバランスよく４個の
計８個ずつ設けられ、前記梁部材１、１同士がほぼ当接状態に近づけて対向配置に設けら
れ、前記一致した８個の貫通孔２内へ外部から前記二つの梁部材１、１に跨り連結する連
結部材４が計８本挿入され位置決めされ、前記各貫通孔２内に接合するのに好適な前記硬
化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合され
ている（請求項２記載の発明）。
【００４８】
　また、図９～図１１に係る接合構造は、前記梁部材１、１同士をほぼ当接状態に近づけ
ると、一側の梁部材１の側面から他側の梁部材１の側面に向かって水平方向に曲線状に折
り返して貫通する貫通孔２が、平面方向から見ると、左右対称配置に形成され（図９Ａ参
照）、前記貫通孔２内に同貫通孔２の形状と一致する曲線状の連結部材４が挿入されて位
置決めされ、前記貫通孔２内に前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材１、１同士が一体的に接合されている（請求項７記載の発明）。
【００４９】
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　さらに、図９～図１１に係る接合構造は、前記梁部材１における連結部材４の端部に相
当する位置、即ち前記ＰＣａ梁部材１の一側面部にそれぞれ切り欠き部５が形成され、同
端部はナット６等の定着具で切り欠き部５内に定着することにより位置決めされている（
請求項３記載の発明）。ちなみに、図９中の符号１０は所要の長さで水平方向に折り曲げ
成形したＵ字形状鉄筋、符号１１はあばら筋を示している。
【００５０】
　前記貫通孔２は、本実施例では、各ＰＣａ梁部材１に８個ずつ設けて実施しているがこ
れに限定されず、使用するＰＣａ梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求される設計強
度に応じて適宜増減可能である。ちなみに、本実施例に係る貫通孔２は、上方部分と下方
部分に集中して設けて実施しているが、配設位置はこれに限定されないことは勿論である
。　　　
【００５１】
　前記連結部材４は、前記貫通孔２の形状と一致するように屈曲した曲線状の鉄筋が好適
に使用される。この連結部材４はその両端部にねじ加工がなされており、対向するＰＣａ
梁部材１、１が形成する一連の貫通孔２、２内に差し込み、その両端部をナット６で切り
欠き部５内に定着させることにより、双方のＰＣａ梁部材１、１を確実に位置決めしてい
る。本実施例に係る連結部材４は、貫通孔２の個数に応じて計８本で実施しているが、前
記貫通孔２の個数、ひいては使用する前記梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求され
る設計強度に応じて適宜増減可能である。この連結部材４の所要長さは、前記貫通孔２内
に挿入して位置決めした状態でその両端部が切り欠き部５に露出する程度の長さで実施す
ることに留意する。
【００５２】
　かくして、対向配置に位置決めされた梁部材１、１同士の各貫通孔２に前記連結部材４
が差し込まれ、同連結部材４の両端部がナット６、６により切り欠き部５内に定着された
状態で、前記貫通孔２の両端部に設けた充填孔（図示省略）を通じて同貫通孔２の内部に
グラウト等の硬化材７が充填されると共に、切り欠き部５の内部にコンクリート等の硬化
材７が充填されることにより、連結部材４が強固に固定されてプレキャスト鉄筋コンクリ
ート梁部材１、１同士が一体的に接合されるのである（図９Ａ参照）。なお、前記切り欠
き部５の充填作業は、硬化材７の漏れを防止するべく、鋼板等により成形した簡易な型枠
材（図示省略）を設けて行うことに留意する。
【００５３】
　したがって、このプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法、及び同方法に
より構築した接合構造によれば、上記実施例１及び２とほぼ同様の作用効果を奏する。す
なわち、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂逆串刺し工法、
逆挿し柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を突き出した
構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することができ、ＰＣ
ａ梁部材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平方向に移動させることな
く、僅かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして実施できるので、鋼板等
の簡易な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填により、ＰＣａ梁部材１
、１同士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛かりな後工事を飛躍的に
簡略化させることができ、工期の大幅な短縮を実現することができるので、施工性、及び
経済性に非常に優れている。
【００５４】
　加えて、この実施例３に係る接合構造は、ＰＣａ梁部材１、１同士の接合作業を一側面
のみから行い得るので、ベランダ、或いはバルコニーの構築に使用される梁部材同士の接
合構造に好適に実施できる利点がある。
【実施例４】
【００５５】
　図１２は、請求項８に係るＰＣａ梁部材１、１同士の接合構造を示している。この接合
構造は、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する貫通孔２
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が上方部分にバランスよく４個、下方部分にバランスよく４個の計８個ずつ設けられ（前
記図１０のＰＣａ梁部材１の端面を参照）、前記梁部材１、１同士がほぼ当接状態に近づ
けて対向配置に設けられ、前記一致した８個の貫通孔２へ外部から前記二つの梁部材１、
１に跨り連結する連結部材４が計８本挿入され位置決めされ、前記各貫通孔２内に接合す
るのに好適な前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士
が一体的に接合されている（請求項２記載の発明）。
【００５６】
　また、図１２に係る接合構造は、前記梁部材１、１同士をほぼ当接状態に近づけると、
一側の梁部材１の両側面から他側の梁部材１の両側面に向かってそれぞれ水平方向に曲線
状に折り返して貫通する貫通孔２が、平面方向から見ると、左右対称配置に形成され（図
１２Ａ参照）、前記貫通孔２内には同貫通孔２の形状と一致する曲線状の連結部材４が挿
入されて位置決めされ、前記貫通孔２内に前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コ
ンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されている（請求項８記載の発明）。
【００５７】
　さらに、図１２に係る接合構造は、前記梁部材１における前記連結部材４の端部に相当
する位置、即ち前記ＰＣａ梁部材１の両側面部にそれぞれ切り欠き部５が形成され、同端
部はナット６等の定着具で切り欠き部５内に定着することにより位置決めされている（請
求項３記載の発明）。ちなみに、図１２中の符号１０は所要の長さで水平方向に折り曲げ
成形したＵ字形状鉄筋、符号１１はあばら筋を示している。
【００５８】
　前記貫通孔２は、本実施例では、各ＰＣａ梁部材１に８個ずつ設けて実施しているがこ
れに限定されず、使用するＰＣａ梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求される設計強
度に応じて適宜増減可能である。ちなみに、本実施例に係る貫通孔２は、上方部分と下方
部分に集中して設けて実施しているが（図１２Ｂ参照）、配設位置はこれに限定されない
ことは勿論である。
【００５９】
　前記連結部材４は、前記貫通孔２の形状と一致するように屈曲した曲線状の鉄筋が好適
に使用される。この連結部材４はその両端部にねじ加工がなされており、対向するＰＣａ
梁部材１、１が形成する一連の貫通孔２、２内に差し込み、その両端部をナット６で切り
欠き部５内に定着させることにより、双方のＰＣａ梁部材１、１を確実に位置決めしてい
る。本実施例に係る連結部材４は、貫通孔２の個数に応じて計８本で実施しているが、前
記貫通孔２の個数、ひいては使用する前記梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求され
る設計強度に応じて適宜増減可能である。この連結部材４の所要長さは、前記貫通孔２内
に挿入して位置決めした状態でその両端部が切り欠き部５に露出する程度の長さで実施す
ることに留意する。
【００６０】
　かくして、対向配置に位置決めされた梁部材１、１同士の各貫通孔２に連結部材４が差
し込まれ、同連結部材４の両端部がナット６、６により切り欠き部５内に定着された状態
で、前記貫通孔２の両端部に設けた充填孔（図示省略）を通じて同貫通孔２の内部にグラ
ウト等の硬化材７が充填されると共に、切り欠き部５の内部にコンクリート等の硬化材７
が充填されることにより、連結部材４が強固に固定されてプレキャスト鉄筋コンクリート
梁部材１、１同士が一体的に接合されるのである（図１２Ａ参照）。なお、切り欠き部５
の充填作業は、硬化材７の漏れを防止するべく、鋼板等により成形した簡易な型枠材（図
示省略）を設けて行うことに留意する。
【００６１】
　したがって、このプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法、及び同方法に
より構築した接合構造によれば、上記実施例１～実施例３とほぼ同様の作用効果を奏する
。すなわち、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂逆串刺し工
法、逆挿し柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を突き出
した構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することができ、
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ＰＣａ梁部材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平方向に移動させるこ
となく、僅かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして実施できるので、鋼
板等の簡易な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填により、ＰＣａ梁部
材１、１同士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛かりな後工事を飛躍
的に簡略化させることができ、工期の大幅な短縮を実現することができるので、施工性、
及び経済性に非常に優れている。
【００６２】
　ちなみに、図１３は、実施例４に係る接合構造のバリエーションを示している。この図
１３に係る接合構造は、前記図１２に係る接合構造と比して、連結部材４をナット６等の
定着具を使用しないでグラウト等の硬化材７でのみ定着した場合の実施例である。この図
１３に係る接合構造についても、ほぼ同様の作用効果を奏する。
【実施例５】
【００６３】
　図１４～図１６は、請求項９に係るＰＣａ梁部材１、１同士の接合構造を示している。
この接合構造は、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する
貫通孔２が２個、非貫通孔２が２個設けられ、前記梁部材１、１同士がほぼ当接状態に近
づけて対向配置に設けられ、前記一致すると非貫通孔２となる４個の非貫通孔２へ外部か
ら前記二つの梁部材１、１に跨り連結する連結部材４が計４本挿入され位置決めされ、前
記各非貫通孔２内に接合するのに好適な前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コン
クリート梁部材１、１同士が一体的に接合されている（請求項２記載の発明）。
【００６４】
　また、図１４～図１６に係る接合構造は、前記梁部材１、１同士をほぼ当接状態に近づ
けると、一側の梁部材１の上面から他側の梁部材内に向かって傾斜して行き止まる非貫通
孔２が設けられ、同非貫通孔２の行き止まり部には、該他側の梁部材１に埋設された鉄筋
９の端部が挿入された継手３が鉛直方向に傾斜して設けられており、前記非貫通孔２、継
手３及び鉄筋９は、正面方向から見ると、左右対称配置に形成され（図１４Ｂ参照）、前
記非貫通孔２内に棒状の連結部材４がその先端部が前記継手３の内部に届くまで挿入され
、前記継手３内で前記鉄筋９の端部と対向配置に位置決めされ、前記非貫通孔２内に硬化
材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されて
いる（請求項９記載の発明）。
【００６５】
　さらに、図１４～図１６に係る接合構造は、前記梁部材１における前記連結部材４の端
部に相当する位置、即ち前記ＰＣａ梁部材１の上面部にそれぞれ切り欠き部５が形成され
、同端部はナット６、或いは機械式定着具等の定着具で切り欠き部５内に定着することに
より位置決めされている（請求項３記載の発明）。ちなみに、図１４中の符号１０は所要
の長さで水平方向に折り曲げ成形したＵ字形状鉄筋、符号１１はあばら筋、符号１２は補
強筋を示している。
【００６６】
　前記貫通孔２及び非貫通孔２の個数は、本実施例では、各ＰＣａ梁部材１に計４個ずつ
設けて実施しているがこれに限定されず、使用するＰＣａ梁部材１の大きさ（特に幅寸）
、及び要求される設計強度に応じて、例えば、図１７～図１９にバリエーションを示した
ように、適宜増減可能である。ちなみに、本実施例に係る前記貫通孔２と非貫通孔２とを
一致させて一連に形成した非貫通孔２は、図１４Ａ～Ｃを参照すると、右上から左下へ傾
斜する非貫通孔２を右側へ偏倚させてほぼ平行に設け、左上から右下へ傾斜する非貫通孔
２を左側へ偏倚させてほぼ平行に設けて当該各非貫通孔２が干渉しないような工夫が施さ
れているが、貫通孔２の配設位置はこれに限定されないことは勿論である。
【００６７】
　前記連結部材４は、棒状の鉄筋が好適に使用される。この連結部材４は、切り欠き部５
内に露出する側の端部にねじ加工がなされており、対向するＰＣａ梁部材１、１が形成す
る一連の非貫通孔２内に差し込み、その先端部を継手３内に挿入して、埋設された鉄筋９
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の端部と対向配置に位置決めし、その基端部をナット６で切り欠き部５内に定着させてい
る。本実施例に係る連結部材４は、非貫通孔２の個数に応じて計４本で実施しているが、
前記非貫通孔２の個数、ひいては使用する前記梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求
される設計強度に応じて、適宜増減可能である（前記図１７～図１９参照）。この連結部
材４の所要長さは、その先端部を前記継手３内に挿入して位置決めした状態でその基端部
が切り欠き部５に露出する程度の長さで実施することに留意する。
　なお、本実施例に係る継手３は、スリーブ継手３で実施されているがこれに限定されず
、内壁面にねじ加工が施されたねじ式継手でも同様に実施することができる。
【００６８】
　かくして、対向配置に位置決めされた梁部材１、１同士の各非貫通孔２内に連結部材４
が差し込まれ、同連結部材４の基端部がナット６により切り欠き部５内に定着された状態
で、前記貫通孔２に設けた充填孔（図示省略）を通じて同非貫通孔２、スリーブ継手３の
内部にグラウト等の硬化材７が充填されると共に、切り欠き部５の内部にコンクリート等
の硬化材７が充填されることにより、連結部材４が強固に固定されてプレキャスト鉄筋コ
ンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されるのである（図１４Ｂ参照）。
【００６９】
　なお、硬化材７の充填作業はすべて上側からのみの作業で足りるので、簡易な型枠材で
実施可能である。前記スリーブ継手３の代わりに前記ねじ式継手で実施する場合には、前
記鉄筋９の端部と前記連結部材４の先端部とが同ねじ式継手の両サイドからねじ込んで連
結されるので、ねじ式継手の内部にグラウト等の硬化材７を充填する必要はない。また、
前記切り欠き部５は、前記連結部材４をナット６で定着する場合には必要であるが、硬化
材７でのみ定着する場合には特に必要ではない。
【００７０】
　さらに、前記継手３の形状、及び設置部位は図１４～図１６、及び図１７～図１９に限
定されず、ぞれぞれ図２０Ａ、及び図２０Ｂに示したような部位に、屈曲した形状で実施
することもできる。この図２０Ａ、Ｂに係る実施例によると、前記図１４～図１６、及び
図１７～図１９に係る実施例では前記鉄筋９の一端部を上向きに傾斜して立ち上がる形状
に屈曲して実施しなければならないのに対し、何ら加工することなく棒状の鉄筋９のまま
で実施できる利点がある。
　ちなみに、前記連結部材４の外部に露出する側の端部をナット等の定着具６で定着して
実施する場合には、構造設計上、必要な強度を発揮してＰＣａ梁部材１、１同士を強固に
接合できることを条件に、非貫通孔２全体に硬化材７を充満させる必要はなく、継手３の
部分に充填するだけで実施できる場合もある。
【００７１】
　したがって、このプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法、及び同方法に
より構築した接合構造によれば、上記実施例１～実施例４とほぼ同様の作用効果を奏する
。すなわち、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂逆串刺し工
法、逆挿し柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を突き出
した構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することができ、
ＰＣａ梁部材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平方向に移動させるこ
となく、僅かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして実施できるので、鋼
板等の簡易な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填により、ＰＣａ梁部
材１、１同士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛かりな後工事を飛躍
的に簡略化させることができ、工期の大幅な短縮を実現することができるので、施工性、
及び経済性に非常に優れている。
【実施例６】
【００７２】
　図２１～図２３は、請求項１０に係るＰＣａ梁部材１、１同士の接合構造を示している
。
この接合構造は、前記梁部材１の端部にはそれぞれ、ほぼ当接状態に近づけると一致する
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貫通孔２が３個、非貫通孔２が３個設けられ、前記梁部材１、１同士がほぼ当接状態に近
づけて対向配置に設けられ、前記一致すると非貫通孔２となる６個の非貫通孔２へ外部か
ら前記二つの梁部材１、１に跨り連結する連結部材４が計６本挿入され位置決めされ、前
記各非貫通孔２内に接合するのに好適な前記硬化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コン
クリート梁部材１、１同士が一体的に接合されている（請求項２記載の発明）。
【００７３】
　また、図２１～図２３に係る接合構造は、前記梁部材１、１同士をほぼ当接状態に近づ
けると、一側の梁部材１の側面から他側の梁部材１内に向かって傾斜して行き止まる非貫
通孔２が設けられ、同非貫通孔２の行き止まり部には、該他側の梁部材１に埋設された鉄
筋９の端部が挿入された継手３が水平方向に傾斜して埋設されており、前記非貫通孔２、
継手３及び鉄筋９は、平面方向から見ると、左右対称配置に形成され（図２１Ａ参照）、
前記非貫通孔２内に棒状の連結部材４がその先端部が前記継手３の内部に届くまで挿入さ
れ、前記継手３内で前記鉄筋９の端部と対向配置に位置決めされ、前記非貫通孔２内に硬
化材７が充填されてプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合され
ている（請求項１０記載の発明）。
【００７４】
　さらに、図２１～図２３に係る接合構造は、前記梁部材１における前記連結部材４の端
部に相当する位置にそれぞれ切り欠き部５が形成され、同端部はナット６、或いは機械式
継手等の定着具で切り欠き部５内に定着することにより位置決めされている（請求項３記
載の発明）。ちなみに、図２１中の符号１０は所要の長さで鉛直方向に折り曲げ成形し、
且つ前記切り欠き部５を回避するように水平方向にも屈曲させたＵ字形状鉄筋、符号１１
はあばら筋を示している。
【００７５】
　前記貫通孔２及び非貫通孔２の個数は、本実施例では、図２２に示したように、各ＰＣ
ａ梁部材１の中央部に計６個ずつ、ほぼ鉛直線上に揃えて設けて実施しているがこれに限
定されず、使用するＰＣａ梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び要求される設計強度に応
じて適宜増減可能である。
【００７６】
　前記連結部材４は、短尺の棒状の鉄筋が好適に使用される。この連結部材４は、切り欠
き部５内に露出する側の端部にねじ加工がなされており、対向するＰＣａ梁部材１、１が
形成する一連の非貫通孔２内に差し込み、その先端部を継手３内に挿入して、埋設された
鉄筋９の端部と対向配置に位置決めし、その基端部をナット６で切り欠き部５に定着させ
ている。本実施例に係る連結部材４は、非貫通孔２の個数に応じて計６本で実施している
が、前記非貫通孔２の個数、ひいては使用する前記梁部材１の大きさ（特に幅寸）、及び
要求される設計強度に応じて適宜増減可能である。この連結部材４の所要長さは、その先
端部を前記継手３内に挿入して位置決めした状態でその基端部が切り欠き部５に露出する
程度の長さで実施することに留意する。
　なお、本実施例に係る継手３は、スリーブ継手３で実施されているがこれに限定されず
、内壁面にねじ加工が施されたねじ式継手でも同様に実施することができる。
【００７７】
　かくして、対向配置に位置決めされた梁部材１、１同士の各非貫通孔２内に連結部材４
がほぼ平行に差し込まれ、同連結部材４の基端部がナット６により切り欠き部５内に定着
された状態で、前記貫通孔２に設けた充填孔（図示省略）を通じて同非貫通孔２、スリー
ブ継手３の内部にグラウト等の硬化材７が充填されると共に、切り欠き部５の内部にコン
クリート等の硬化材７が充填されることにより、連結部材４が強固に固定されてプレキャ
スト鉄筋コンクリート梁部材１、１同士が一体的に接合されるのである（図２１Ａ参照）
。なお、切り欠き部５の充填作業は、硬化材７の漏れを防止するべく、鋼板等により成形
した簡易な型枠材（図示省略）を設けて行うことに留意する。
【００７８】
　なお、前記スリーブ継手３の代わりに前記ねじ式継手で実施する場合には、前記鉄筋９
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の端部と前記連結部材４の先端部とが同ねじ式継手の両サイドからねじ込んで連結される
ので、ねじ式継手の内部にグラウト等の硬化材７を充填する必要はない。また、前記切り
欠き部５は、前記連結部材４をナット６で定着する場合には必要であるが、硬化材７での
み定着する場合には特に必要ではない。
【００７９】
　さらに、前記継手３の形状、及び設置部位は図２１～図２３に限定されず、図２４に示
したような部位に、屈曲した形状で実施することもできる。この図２４に係る実施例によ
ると、前記図２１～図２３に係る実施例では前記鉄筋９の一端部を傾斜した形状に屈曲し
て実施しなければならないのに対し、何ら加工することなく棒状の鉄筋９のままで実施で
きる利点がある。
　ちなみに、前記連結部材４の外部に露出する側の端部をナット等の定着具６で定着して
実施する場合には、構造設計上、必要な強度を発揮してＰＣａ梁部材１、１同士を強固に
接合できることを条件に、非貫通孔２全体に硬化材７を充満させる必要はなく、継手３の
部分に充填するだけで実施できる場合もある。
【００８０】
　したがって、このプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合方法、及び同方法に
より構築した接合構造によれば、上記実施例１～実施例５とほぼ同様の作用効果を奏する
。すなわち、ＰＣａ柱部材の下方に複数の柱主筋を突き出した構造形式（所謂逆串刺し工
法、逆挿し柱、図２６参照）は勿論のこと、ＰＣａ柱部材の上方に複数の柱主筋を突き出
した構造形式（所謂串刺し工法、図２５Ａ、Ｂ参照）に特に好適に実施することができ、
ＰＣａ梁部材１、１同士を接合するにあたり、ＰＣａ梁部材１を水平方向に移動させるこ
となく、僅かな隙間（２ｃｍ程度）を設けて対向配置に位置決めして実施できるので、鋼
板等の簡易な型枠材の使用、及び少量のグラウト等の硬化材７の充填により、ＰＣａ梁部
材１、１同士を確実に一体的に接合することができる。よって、大掛かりな後工事を飛躍
的に簡略化させることができ、工期の大幅な短縮を実現することができるので、施工性、
及び経済性に非常に優れている。
　加えて、この実施例６に係る接合構造は、上記実施例３に係る接合構造と同様に、ＰＣ
ａ梁部材１、１同士の接合作業を一側面のみから行い得るので、ベランダ、或いはバルコ
ニーの構築に使用される梁部材同士の接合構造に好適に実施できる利点がある。
【００８１】
　以上に実施形態を図面に基づいて説明したが、本発明は、図示例の実施形態の限りでは
なく、その技術的思想を逸脱しない範囲において、当業者が通常に行う設計変更、応用の
バリエーションの範囲を含むことを念のために言及する。
【００８２】
　例えば、前記連結部材４の両端部をナット等の定着具で定着する実施例について（図１
、図４、図７、図９、及び図１２を参照）、構造設計上、必要な強度を発揮してＰＣａ梁
部材１、１同士を強固に接合できることを条件に、前記貫通孔２内にグラウト等の硬化材
７を充填しないで実施できる場合もある。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】Ａは、実施例１に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢
要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図であり、Ｃは、同側断面図である。
【図２】実施例１に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部を
示した分解斜視図である。
【図３】実施例１に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部を
示した斜視図である。
【図４】Ａは、実施例２に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢
要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図であり、Ｃは、同側断面図である。
【図５】実施例２に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部を
示した分解斜視図である。
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【図６】実施例２に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部を
示した斜視図である。
【図７】実施例２に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造のバリエー
ションを示した分解斜視図である。
【図８】実施例２に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造のバリエー
ションを示した分解斜視図である。
【図９】Ａは、実施例３に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢
要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図であり、Ｃは、同側断面図である。
【図１０】実施例３に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した分解斜視図である。
【図１１】実施例３に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した斜視図である。
【図１２】Ａは、実施例４に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の
枢要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図である。
【図１３】Ａは、実施例４に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の
バリエーションを示した平面図であり、Ｂは、同正面図である。
【図１４】Ａは、実施例５に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の
枢要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図であり、Ｃは、同側断面図である。
【図１５】実施例５に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した分解斜視図である。
【図１６】実施例５に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した斜視図である。
【図１７】Ａは、実施例５のバリエーションに係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材
同士の接合構造の枢要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図であり、Ｃは、同側断面
図である。
【図１８】実施例５のバリエーションに係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の
接合構造の枢要部を示した分解斜視図である。
【図１９】実施例５のバリエーションに係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の
接合構造の枢要部を示した斜視図である。
【図２０】Ａは、図１４Ｂに係る継手のバリエーションを示しており、Ｂは、図１７Ｂに
係る継手のバリエーションを示している。
【図２１】Ａは、実施例６に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の
枢要部を示した平面図であり、Ｂは、同正面図であり、Ｃは、同側断面図である。
【図２２】実施例６に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した分解斜視図である。
【図２３】実施例６に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した斜視図である。
【図２４】図２１Ａに係る継手のバリエーションを示している。
【図２５】Ａ、Ｂは、従来技術に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構
造の枢要部を示した正面図である。
【図２６】従来技術に係るプレキャスト鉄筋コンクリート梁部材同士の接合構造の枢要部
を示した正面図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１　　梁部材
　２　　貫通孔、非貫通孔
　３　　スリーブ継手
　４　　連結部材
　５　　切り欠き部
　６　　ナット
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　７　　硬化材
　８　　充填孔
　９　　鉄筋
１０　　Ｕ字形状鉄筋
１１　　あばら筋
１２　　補強筋
　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】
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